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【 ご案内 】 

４月３日、５日、７日に建設業社会

保険未加入問題について相談会を

いたします。（新横浜他３か所）。 

社会保険未加入問題について関心

のある方、相談のある方はお気軽に

お声かけください。執筆・セミナー

の御依頼は、担当 加藤まで。 
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● 代表より   ●セミナーのご案内   ● 離職証明書の様式変更と旧様式を使用する場合の留意点 

● 労務相談室「過重労働対策としての労働時間短縮」   ● 手続きをご依頼いただいている企業様へ 

● 平成 25 年度の雇用保険料率   ●スタッフからご挨拶   ●スタッフコラム 

鎌倉です。 
今年は桜も早かったですね。娘もいよいよ４月から小学生、息子は進級、夫は出向で勤務先が変わり土日勤務に！

我が家も変化の春がやってきました。ようやくシッターさんや学童、はまっこ（放課後スクール）、土曜保育な

どの手配もつき、ほっとしています。 
先日、保育園の卒園式がありました。子供の成長した姿に改めてハッとしたり、園長先生や職員の先生方の深

い愛情に改めて感謝したり、働く親同士の強い絆があったり、なんだか親の方が離れがたく、胸が一杯になりま

した。毎日の保育園がどんなにか大きな存在だったか・・・ 
たくさんの人の助けや支えがあってこうして仕事をさせて頂 
き、今があることに感謝しています。 
右の絵は、娘が卒園式に私にプレゼントしてくれたもので 
私がエールで楽しくおしごとをしている絵だそうです。 
社労士業は６歳の娘にはまだよくわからないと思いますが、 
活き活き働く姿に映っているのであればそれでいいかなあ 
ともうれしく思っています。なんだかとっても楽しそうな 
表情ではないですか？(たとえ難題があったとしても！) 
 いつか仕事についてたくさん子供たちに話をしたい、 
将来について、たくさんの人生の選択と責任について、運や縁について、たくさんの人々とのつながりについて、

ワクワクする大人になることについて・・・次世代に何かつなげることが、いち社労士としてできたらいいなと

考えています。 さあ、新年度です！ 今日も張り切っていきましょう！！ 
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【平成 25年4月 1日改正前様式用】 

定年による離職の場合 （改訂前の離職票を使う場合） 

 

 
 
 
 

雇用保険被保険者離職証明書の様式が変わります！ 

平成 25年 4月 1日の改正高年齢者雇用安定法の施行に伴い、この日以後に定年や継続雇用制度
における契約期間満了で従業員が離職した場合、「雇用保険被保険者離職証明書」の離職理由欄

は、適切な記入が必要になります。今回は、離職証明書が新様式に変わる前の様式（4月以前の
離職票）を使用する場合の書き方について、具体例を挙げてご案内します。 

上記の例に該当する場合、「雇用保険被保険者資格喪失届」の「５．喪失原因」欄には、「２」を記入 
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継続雇用制度の契約期間の満了による離職の場合 （改訂前の離職票を使う場合） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

○退職時の手続きについて 

雇用保険の被保険者が退職したときは、『雇用保険被保険者資格喪失届』とあわ

せて『雇用保険被保険者離職証明書』を提出します。 

○提出先 ･･･事業所を管轄する公共職業安定所 
○提出期限･･･退職日の翌日から 10日以内 
○添付書類･･･賃金台帳、出勤簿、退職届、期間満了の場合は雇用契約書 

 ◆今回の離職証明書内「離職理由」欄の記入について、適切な対応が取られない場合、提出先

のハローワークで「解雇」としての取り扱いになる可能性もありますので、十分注意が必要 

です。 

 ◆記入についてご不明な点がございましたら、エールまでご連絡下さい。 
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【今月のテーマ】  労働時間の短縮 

 
 

 
      そうですね。労務管理において過重労働対策は最も重要な課題の一つであることは間違い 

ありません。特に平成 23 年 12 月に改定された精神障害の労災認定基準では、月間 80 時間 

を超える時間外労働が行われている中でうつ病などの精神障害を発病した場合に、それを労 

災として認定する方向が打ち出されています。 さらに、民事賠償請求がされるリスクもあります。   
 
 

 
 

 

 

 

はい、労働時間短縮のポイントを大きく分けると、①制度改革、②意識改革、③業務改革の 

3 つが必要とされます。 

まず①の制度改革ですが、労働時間制度や労働時間管理の方法を業務の実態に合わせ、

無駄な残業が発生しないようにすることが重要です。例えば、時差出勤や残業の申請制、変

形労働時間制の採用などが考えられます。                   
次に②の意識改革ですが、「時間は予算である」ということを全従業員に認識させることにつ 

きます。具体的には最終退出時刻を決めたり、ノー残業デーを設定するなど、一定の時間内 

で業務を効率的に遂行する意識付けを行うが重要です。 

最後の③業務改革は、実際の労働時間短縮に向け、仕事の進め方の見直しや、従業員双方 

のスキルアップを図るという取り組みになります。 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

労務相談室 

社労士 

【ワンポイントアドバイス】 
 １．過重労働は、コンプライアンスリスクだけでなく、人材リスクや事業リスクにも繋がる重要な課題

です。 
 ２．「残業するな」というだけでは解決しません。会社としての成果を下げず、労働時間を短縮する生

産性向上の取り組みが強く求められています。 

過重労働が問題になっていますが、当社でも労働時間が長い従業員がおり、困っています。 

なるほど。長時間労働は残業代の問題だけでなく、そのようなリスクも抱えているのですね。 

最近の若者は残業を嫌う傾向が強まっているともきくし、離職が増えると、組織力の低下にも

つながりかねない。それに長時間労働は、目の前の仕事しか見えなくなり、中長期的に重要な

仕事が後回しになって、結果的に会社の発展も阻害しかねない・・・・。 

先生、それでは、労働時間の短縮を進める場合には、どのような点がポイントになるのでし

ょうか？ 

 

 

 

 

社長 

なるほど、よくわかりました。当社でもその３点の取り組みを具体的に進めていきたいと思いま

す。 
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■ 入退社・扶養削除・住所変更 

   新年度となり、新しく入社した社員や、お子様が就職され扶養から削除する社員、引越による住所変更のある

社員がいらっしゃいましたら、ご連絡下さい。 

■ 昇給・降給等の賃金変更 

   給与の昇給・降給・給与カット・賃金体系の変更（時給→月給 など）・諸手当（通勤手当を含む）の変更・役員報

酬の変更・休業手当の支払などがある場合は、お手数ですが、必ずご連絡下さい。 

■ 労働保険年度更新手続のため、３月支給分までの賃金台帳を頂いていない企業様はご送付下さい。 

平成25年度の雇用保険料率は据え置き 

雇用保険の保険料率は、毎年3月末の積立金と給付の状況に応じて見直しを行うことになっていま
す。平成25年度の保険料率については、平成24年度から据え置きとなりました。 

手続きをご依頼いただいている企業様へ 

社内勉強会講師を承ります 
エールでは社内研修講師のご要望がございましたら、承っております。 
ハラスメント研修、管理職研修、管理職のための労働法研修、事務担当者のための労働・
社会保険の基礎知識など 
社内セミナーの御相談がありましたらお気軽にご相談ください。 
具体的なご要望を伺い、お見積りいたします。 
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初めまして。スタッフコラムに初登場の増田千雅子です。 

実は、このコラムを書いている今日は、父の誕生日です。 

今年70歳になる父は、6年ほど前から近所のおじ様2人に声をかけ、町内の小学生の登下校の付き添いを始め

ました。その名も「見守り隊」と言うそうです。実家に帰るたび、嬉しそうに語ってくれる見守り隊の話は、ほのぼ

のとして楽しくなります。 始めた頃に 1 年生だった子がもう 6 年生になったようです。 

父の話を聞いていると、小学生にまつわる凄惨な事故や事件がとても気になるようになりました。そんな事故や

事件をニュースなどで見る度に、子供たちの顔と名前を知っている大人たちが町内ぐるみで子供たちを守るとい

うことの重要性を実感する様になりました。 お互いに顔を知っているというのは、大切なことですよね。 

 私自身は、名古屋で一人暮らしを始めた 20 代前半の頃は、同じマンションに住む人と顔を合わせることが煩わ

しく、できるだけ入り口やエレベーターで一緒にならないように気を付けるほどでした。 でも、今では父の影響も

あってか、お互いの顔を知っているということは、不審者に気付いたりもできるし意味のあることだなあと考える

ようになりました。 

3 年前に地元の愛知から横浜に移って来た時には、自分たちの顔を見せに同じ階のお宅にご挨拶に伺いまし

た。 やはり、同じ階に住む方々の顔を知っているというだけで、何となく安心感が生まれています。 

 この考え方は、仕事の上でも大切にしていきたいと思っております。エールの基本理念でもある、顔の見える

サービスをという思いを忘れずに、日々の業務に励んで行きたいと思っております。 

これからどうぞよろしくお願い致します。 

今月のコラムは 
増田が担当します 

 

この度、３月末をもって退職することになりまし

た。いつも「少しでも多くお役に立ちたい」という気

持ちでおりましたが、振り返ってみると学ばせてい

ただく事の方が多かったように思います。 

大変お世話になり、ありがとうございました。心よ

り感謝申し上げます。 

これからもエールを宜しくお願いします。 田中 

この度３月に結婚式を挙げることができま

した。これまで以上の責任を持って業務に

取り組んでまいります。今後ともどうぞよろ

しくお願いいたします。 鈴木  


